
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津山市では、インフルエンザと診断された場合、 

インフルエンザの治癒証明を医師に記入していただく 

必要がなくなりました。 

「発症日を０日として５日経過している」 

「解熱して２日を経過している」この両方の条件を 

満たしていれば、登校が可能です。 

 

登校の際には、 

・必ず前日までに学校へ連絡をください。 

・「インフルエンザ出席停止経過報告書」を保護者の方が記入し、学校へ提出してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

高倉小学校保健室発行 

  

① 

⑦ 
⑥ 

⑤ 

④ 

③ ② 

⑧ 

様式は学校から渡すこと

もできますし、高倉小学

校のホームページからも

ダウンロードできます。 

 

太枠内の①～⑧に

ついて記入の上、

提出ください。 

（保護者記入） 

インフルエンザでのお休み

は出席停止になるので、その

期間はしっかり治してもらう

ために欠席あつかいにはな

りません。出席停止の期間

は、発症した日をゼロ日とカ

ウントして、3 日後の   日

に熱が下がっていても、登校

できませんので、おうちでゆ

っくりお休みしてください。 


